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今月は、相続対策として効果的な生命保険の使い方です。 
利用する保険は「終身保険」で保険料支払期間中は、保険をやめたら返ってくるお金（＝

解約返戻金）が少ないが、支払終了後、解約返戻金が払った保険料以上になって戻ってく

る特徴を利用します。このタイプの保険を「低解約返戻型終身保険」と呼びます。 
まずは、以下の様に保険に加入します。 
契約者）被相続人 
被保険者）相続人 
保険金受取人）被相続人 
この形で契約すると、被相続人に万一 
があった場合、相続人が「終身保険」 
の権利を相続します。 
例えば、右の表は 50歳の男性が相続 
人＝被保険者で、年間保険料が約 122 
万円の保険に加入した場合の、保険料 
と解約返戻金の推移の表です。 
保険料支払い期間は、15年です。 
一番右側の解約返戻率にあるように、 
払込期間中は、50%～70%と返戻金 
が少ないがその後はグッと増えます。 
この終身保険に加入するメリットは、 
保険（権利）は、被相続人が亡くな 
った際の「解約返戻金額」が相続 
財産額となるところです。 
要は、「現金のままで財産を残すなら 
保険を利用して、相続財産の評価額を 
下げることができる」ことです。 
このケースの場合、例えば加入 1 年目に相続が起こると、約 122 万円保険料を払ったけれ
ど評価額は約 56万円になり、現金で渡すよりも 55%も相続財産を少なくできます。 
現預金が多い方や定期的に家賃収入があり相続財産が増えてしまう方などには効果的な対

策です。このケースは生前贈与を利用しませんから、贈与契約書の作成が不要ですし、ま

た名義預金を疑われることもありませんから簡単に実行が可能です。 

 

 


